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大田区保育の必要性の認定等に関する条例の一部を改正する条例 

大田区保育の必要性の認定等に関する条例（昭和 62年条例第 11号）の一部を

次のように改正する。 

第４条第２項第１号中「うち、」の次に「最年長者及び」を加え、「前項又は

第８項の額に 100分の 40を乗じて得た額」を「零」に改め、同条第３項第１号及

び第４項第１号中「第１項又は第８項の額に 100分の 40を乗じて得た額」を「零」

に改める。 

付 則 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 改正後の大田区保育の必要性の認定等に関する条例の規定は、令和５年４月

以後の月分の費用について適用する。 

（提案理由） 

 保護者が安心して子どもを産み育てられ、安心して保育園を利用できる社会の

実現に向け、保育料の負担額算定を見直すため、条例を改正する必要があるので、

この案を提出する。 


